
１ 
 

 

 

 

 
  

「地域包括ケアを考える集い」(世田谷地域 烏山地域)を開催しました

 「地域包括ケアを考える集い」を平成 27 年 2 月 25
日(水)に世田谷区民会館集会室、3 月 11 日（水）に烏

山区民会館集会室において開催しました。参加者は世

田谷会場 58 名、烏山会場 57 名でした。 
世田谷会場では秋山副区長より地域包括ケアについて

のお話とグループワークについての講評をいただきま

した。 
各集いの冒頭に世田谷区介護保険課事業者支援係長の

藤森さんから世田谷区方式の地域包括ケアの説明をい

ただき、その後、グループワークを行いました。 
グループのメンバーを数回変えるワールドカフェ方式

のグループワークにより、参加者それぞれが地域包括

ケアとどのように関わるかを考えました。始めは「地

域包括ケアと言われても何をどう考えていいかわから

ない」と言っていた参加者もグループワークを重ねる

ごとに「挨拶が基本」「県人会に参加する」「地域のイ

ベントに参加する」等具体的な意見がたくさんあがる

ようになりました。グループごとにまとめを作るとき

には椅子から立ち上がってテーブルを囲み、賑やかで

楽しい雰囲気の中でカラフルなイラストがたくさんあ

る模造紙が並びました。 
玉川地域で開催した時を含め 3回とも参加してくださ

った方もいて「短時間に大勢の人の考え方に触れるこ

とができた」との感想が多く、終了後のアンケートで

は、世田谷会場 86％、烏山会場 77％の参加者から「と

てもよかった」と回答がありました。 
各集いの最後に世田谷区介護サービスネットワークの

地域部会立ち上げの提案を辻本代表が行いました。地

域包括ケアにおいて個人でできることには限界がある

が、5 地域において地域部会を立ち上げて、介護事業

者、地域の住民、町会、民生委員、NPO、医療関係者

などとの交流を行う中で、世田谷区介護サービスネッ

トワークが地域の核になっていくことができること、

新たな参加者は、地域会に属することでいろいろな情

報を得ることなど説明しました。 
地域部会づくりについてのアンケートでは両会場とも

50％以上の参加者から立ち上げから参加する・立ち上

がったら参加すると回答がありました。 
今年度も地域単位での活動を予定しています。奮って

のご参加よろしくお願いいたします。 

世田谷区介護サービスネットワーク 
徳永宣行・橋元晶子
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〜「情報交換会・どう変わるどう変える」を開催しました〜  

通所連絡会は 3 月 17 日火曜日に成城ホール C・D
集会室で第 6 回定例会「情報交換会・どう変わるど

う変える」を開催しました。世田谷区介護保険課よ

り、法改正及び介護予防・日常生活支援総合事業へ

の取り組み状況についてお話を頂きました。その後

のグループディスカッションでは、法改正によって、

皆さんが抱える疑問や課題等を話し合う意見交換を

行いました。今回の参加は小規模のデイや運動に特

化したデイなど特色のあるデイが多かったです。今

回の法改正で基本報酬の減収、地域密着型デイへの

移行、新規の加算要件など多くの要件がデイには課

せられています。数多くの意見が今回参加された事

業者から上がりました。世田谷区介護保険課も質疑

応答に応じて頂き大変参考になる会が開催できたの

ではないかと思います。次年度は 4 月 21 日開催予

定、第 1 回通所連絡会として『法改正 part2 デイに

は何が求められているか』のタイトルで法改正直後

の情報交換会を行います。会場は世田谷区人材育成

研修センターA 研修室で行います。4 月から新年度

です。通所連絡会は区内のデイが必要としている情

報をまた必要とされている研修を密に発信してきた

いと思っています。 

せたがや通所連絡会 幹事代表 土井知紀 

せたがや福祉用具連絡会が発足しました

平成 27年 3月 16日に研修センターにて、せたが

や福祉用具連絡会設立総会が開催されました。 

  総会に先立って記念講演会として「リハビリテー

ションにおける福祉用具の役割と事業者連携の課

題」と題して三軒茶屋リハビリテーションクリニッ

クの中島鈴美理学療法士にご講演をいただきました。 

  講演では ICF(国際生活機能分類)にもとづくリハ

ビリテーションの考え方、福祉用具の可能性などの

お話しから始まり、レンタル品の中で効果の高いリ

フトやスライディングボードの活用が進んでいない

ことの指摘を受けました。また、四肢麻痺の利用者

に導入した電動車イスや福祉車両が利用者の生活を

大きく変えた事例や、身体機能の低下を恐れて福祉

用具の利用が進まない利用者に対する理学療法士の

働きかけに関する事例なども紹介していただきまし

た。事業者間の連携に関しては、必ずしも進んでい

ない現状から、双方向の協働により利用者の自立支

援に取り組むことの必要性について提言がありまし

た。 

  講演に引き続き、福祉用具連絡会設立趣意書及び

規約の説明を行い、その後、役員の選出を行いまし

た。平成 27年の連絡会代表には、NPOわかばの辻本

が、副代表にはパナソニックエイジフリー介護チェ

ーン世田谷の須澤和也さんと株式会社ヤマシタコー

ポレーション世田谷営業所の佐貫梢さんが、会計に

セントケア東京株式会社リフォーム等々力の丸茂典

子さんが選出されました。 

  今後の活動としては、年 2回の勉強会と、3月に

事業者連携により「福祉用具大展示会」を開催する

ことが決まりました。 

  当日は 24事業所、36名の参加がありました。今

後の福祉用具連絡会の活動にご注目ください。 

 NPOわかば 辻本きく夫 
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2７年度介護保険改正先取り情報

平成 27 年 3 月 18 日成城ホール集会室 C・D で平成

26 年度第 3 回訪問介護連絡会定例会を開催しました。 
平成 27 年 4 月からの介護保険改正に先駆け、世田谷

区社会保障推進協議会事務局長の森永伊紀氏に改正の

ポイントをお話しいただきました。やはり、改正に関

しては関心も高く、80 名近い方のご参加がありました。 
 講師の森永氏は、今回の研修に先駆け、厚労省にも

出向かれ情報を収集し、区の介護保険課にもいろいろ

質問し今回の資料を作成してくださっています。 
「資料もあちらこちらで引っ張り出したのでわかり

にくいかも」とご本人も話されていました。それでも、

これだけの資料を揃えていただくのは大変だったと思

います。 
 やはり加算のポイントがなかなか理解しづらいよう

です。サ責は 50 人に一人でいい！嫌！違います。80
人未満で 3 人サ責がいた場合、一人はおおよそ月間 30
時間以内の稼働でサ責に専従できるという条件をクリ

アしなければいけないということや、今まで、訪問介

護事業所は利用者さんのことを考え加算を取らない事

業所が多かったように思います。しかし、今後は加算

を取得しコンプライアンスをしっかり守ることが事業

所を守ることに繋がるのではないかと感じました。た

だ難しい問題もあり、加算を取るためには予防は受け

られない、なぜなら重度を中心にしなければならない

からです。ほんとに矛盾だらけの改正だなと思いまし

たが、参加者の方も、今回の「改正についてのお話は

難しい」「わからない」と感じた方や、ぼやけていたこ

とがはっきりしてよかったなど様々なご意見がありま

した。 

 危機感を感じてしっかり勉強してきた方と、何も基

礎知識がないまま来られた方との感じ方の差は大きか

ったと思います。 
 介護保険は今回の改正だけではなく、その先３年後

の改正が大変です。訪問介護事業の存続自体が危ない

です。 
 地域包括は、大きな一括りにされようとしている危

険性もあります。上からではなく、地域で声を上げ、

小さな事業所の良さを生かせられるよう今ががんばり

時では！と感じた研修でした。 
これからも、介護保険の動向を見守り、専門職だけで

はなく介護保険を使う方、これから使おうと思ってい

る方と一緒に考え、意見を出し合い、3 年後に向けて

提言していきたいと思います。 

訪問介護連絡会代表 宮川英子 

 

平成 27，28 年度期運営委員の募集について 

 世田谷区介護サービスネットワークの規約にもとづき新運営委員の公募を行います。 
 規約上、運営委員の任期は 2 年、人数は 20 名程度となっており、５部会から各 2 名選出すること

になっています。また、運営委員会で 2 名の会計担当を選出します。運営委員は月 1 回の運営委員会

に出席するほか、研修やイベントで世田谷区介護サービスネットワークの活動を支えます。今後は 5
地域ごとの地域部会も設立が予定されておりますので、各地域の部会にも参加していただくことにな

ります。 
 公募期間：平成 27 年 4 月 15 日(水)～4 月 29 日(水) 
 応募方法：同封の応募用紙に所定の事項を記入して事務局宛ファックスでお申し込みください。 
      募集数は 8 名程度ですが、応募多数の場合は運営委員会で選出し、応募者に結果を通知

します。その後の総会で承認を受けてから正式に運営委員として活動できます。 
 問い合わせ先：世田谷区福祉人材育成・研修センター 電話：5429－3100  
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問い合わせ先 

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団  

世田谷区福祉人材育成・研修センター  

電話：03(5429)3100、FAX：03(5429)3101 

 

研修情報・イベント情報 

【世田谷区介護サービスネットワークの今後の予定】 

◆世田谷区介護サービスネットワーク総会☆ 

 平成 27 年 5 月 20 日（水）19:00～20：30 

会場：成城ホール集会室 CD 

内容：平成 26 年度事業報告、平成 27 年度事業計画、

新運営委員選出、規約改正等の審議など。 

◆研修グループ☆ 

1）「佐野公美子先生の元気が出る体操！」 

平成27年 6月11日（木）18：30～20：30 

会場：研修センター 

講師：佐野公美子氏 

2)「バリデーション研修」 

 平成27年 7月7日（火）18：30～21：30(3時間です) 

会場：しゃれなあどオリオン 

 テーマ：認知症になった方とのコミュニケーション技法 

講師：（旧姓）武田 みどり氏 

◆通所連絡会☆ 

1)法改正後の情報交換会 

 平成27年 4月21日（火）19：00～21：00 

会場：研修センター 

2) 認知症ケア研修会 

 平成27年 4月21日（火）19：00～21：00 

会場：成城ホール集会室C・D 

◆【世田谷区福祉人材育成・研修センターの研修予定】☆ 

1)認知症ケア研修【入門編】 

平成27年 4月17日（金）14：00～17：00 

会場：成城ホール集会室 

2)福祉従事者としてのビジネスマナーの基本 

平成27年 4月24日（金）14：00～17：00 

 会場：研修センター 

3)ケアマネジャー研修【新任】 

  平成27年 4月28日（火）14：00～17：00 

  会場：成城ホール集会室 

4)認知症ケア研修【入門編】 

  平成27年 5月11日（月）14：00～17：00 

  会場：北沢タウンホール 

5)サービス提供責任者研修【新任】 

 平成27年 5月21日（木）9：00～16：00 

  会場：研修センター 

6)認知症ケア研修【入門編】 

  平成27年 6月3日（水）14：00～17：00 

  会場：烏山区民会館 

7)ケアマネリーダー養成研修 

  平成27年 6月9日（火）14：00～17：00 

  会場：三茶しゃれなあどオリオン 

8)ケアマネジャー研修【リーダー】 

  平成27年 6月9日（火）14：00～17：00 

  会場：三茶しゃれなあどオリオン 

9)多職種で学ぶ対人援助技術 

  平成27年 6月9日（火）9：30～16：30 

  会場：事業団本部 

10)介護技術研修【入門】 

  平成27年 6月11日（木）9：30～16：30 

  会場：研修センター 

11)ケアマネジャー研修【新任】 

  平成27年 6月11日（木）13：30～17：00 

  会場：世田谷区民会館集会室 

12)ケアマネジャー【現任】 

  平成27年 6月18日（木）14：00～17：00 

  会場：成城ホール集会室 

13)認知症ケア研修【基礎編】 

  平成27年 6月23日（火）14：00～17：00 

  会場：烏山区民会館 

14)新任職員研修 

  平成27年 6月25日（木）26日（金）9：30～17：15 

  会場：研修センター 

15)ケアマネジャー研修【新任】 

  平成27年 6月26日（金）13：30～17：00 

  会場：三茶しゃれなあどオリオン 

☆印のイベントの問い合わせは、事務局まで。 

編集後記  

◆4月は異動の季節です。皆様の周辺でもいろい

ろな変化があったことと思います。5月の総会時

には新しい運営委員もお披露目します。世田谷区 

 

 

介護サービスネットワークも新しいメンバー

を加えて再出発します。今年度もよろしくお

願いします。(辻本) 

 会員事業所の研修、イベントの情報を掲載します。ネットニュ

ースは、隔月に発行します。希望者は、事前に事務局にお問い

合わせください。ただし、掲載できるのは非営利の研修、講演

会、イベント等に限ります。 
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